
電話・FAX：０２４－９２７－４０３０
〒９６３－８５４０ 郡山市南一丁目94 福島県県中地方振興局 県政相談コーナー内
担当地域：郡山市、須賀川市、田村市、田村郡、岩瀬郡、石川郡、白河市、西白河郡、東白川郡

相談時間：月～木曜日 ９時～１２時、１３時～１６時まで

電話：０２４３－２３－８３０７ FAX：０２４３－２３－８３１４

〒９６４－０９０４ 二本松市郭内一丁目１９６－１ 福島県男女共生センター内
担当地域：福島市、二本松市、本宮市、伊達市、伊達郡、大玉村、相馬市、南相馬市、相馬郡
相談時間：火～金曜日 ９時～１２時、１３時～１６時まで

二本松相談コーナー

郡山相談コーナー

電話・FAX：０２４２－２９－５５８８
〒９６５－８５０１ 会津若松市追手町７－５ 福島県会津地方振興局 県民環境部内
担当地域：会津若松市、喜多方市、河沼郡、大沼郡、耶麻郡、南会津郡
相談時間：月～木曜日 ９時～１２時、１３時～１６時まで

会津相談コーナー

電話・FAX：０２４６－２２－６４００
〒９７０－８０２６ いわき市平字梅本１５ 福島県いわき地方振興局 県政相談コーナー内
担当地域：いわき市、双葉郡

相談時間：月～木曜日 ９時～１２時、１３時～１６時まで

いわき相談コーナー

お問合せ先

福島県男女共生センター 事業課
〒964-0904 二本松市郭内一丁目196-1
電話：0243-23-8304 FAX：0243-23-8314

詳細はこちら
（チャレンジ相談）

HP ▶

※ペン組立

福島県男女共生センターでは内職者のあっせんを行っています。

内職求人を御検討中の事業者様は是非お電話ください。

※来所の方は事前にお電話ください。



内職者のあっせんフロー

①求人
申込み

①”相談・登録

②”事業者
の紹介

②内職者
の紹介

③仕事の内容・工賃等条件の確認・提示
④契約

内職希望者事業者

各相談コーナー

１ 求人の受付（事業者 → 相談コーナー）

・内職者を探している事業者の方は、まず求人票を提出いただきます。

・求人票には作業内容、工賃等の求人条件を記入してください。

（記入内容の詳細は、記入例を確認いただくか各相談コーナーにお問い合わせください。）

※求人票（様式）は下記ページからダウンロードできます。

【 https://www.f-miraikan.or.jp/guidance/challenge.html】

２ マッチング（相談コーナー → 事業者）

・登録のある内職希望者のうち、求人条件（技術、経験、地域など）に合った方を

紹介します。※登録者の状況により、すぐに紹介できない可能性があります。

・紹介に関する費用は無料です。

３ 面談等（事業者 → 内職希望者）

※【２マッチング】以降は、事業者と内職希望者が直接調整することとなります。

・内職希望者に連絡し（または内職希望者から連絡をもらう）、必要に応じて工場見学

（作業内容の確認等のため）や面談等を行ってください。

・面談や電話により、作業内容や工賃、納期などの詳細な条件について事前に説明する

ほか文書等により明示するなど、双方合意のうえで契約を取り交わしてください。

契約は、文書にて行うなど、契約後にトラブルとならないように努めてください。

※当センターは、あっせん後の業務に関する仲介等はいたしません。

https://www.f-miraikan.or.jp/consultation/post-11.html
https://www.f-miraikan.or.jp/guidance/challenge.html

